
 

 

臨床検査医学講座の在り方と教授の選考にあたって 

-日本臨床検査医学会の考え方- 

                                  平成27年3月28日 

                            一般社団法人日本臨床検査医学会 

                                  

 

日本臨床検査医学会は昭和26年に臨床病理懇談会として発足し、昭和30年より「日本臨床病理学

会」と改称し、今日まで日本医学会の基幹分科会の1つとして活動してまいりました。さらに平成

12年に「日本臨床検査医学会」に名称を変更し、平成23年には本学会創設60周年を迎えました。

また、昭和 59 年から、臨床検査専門医制度（当時認定臨床検査医制度）を発足させて、既に 800

名以上の専門医を得ております。臨床検査専門医は臨床検査医学の専門医としての知識、技能、見

識を備えた医師であり、臨床検査医学の教育、研究、検査に、部門の運営に優れた手腕を発揮でき

る専門医であります。 

 

臨床検査専門医は、2014 年 5 月に発足した日本専門医機構が認定する、19 の「基本領域」専門医

の一つとして認められています。これからの臨床医は、基本領域のいずれかの専門医であることが

原則求められます。当領域はその一つであることから、卒後教育に中心的役割を果たす大学等の医

育機関においては、臨床検査医学講座が設置されること、その講座の教授は日本専門医機構が認定

する臨床検査の「指導医」であることが求められます。そして大学等の「基幹施設」の教育責任者

は「連携施設」との協力により研修プログラムを作成し、機構の認定を受けた後、専攻医を受け入

れることになります。これら一連の流れに於いて大学の臨床検査医学講座教授の果たす役割は大き

く、その社会的責任は重大であります。 

 

臨床検査医学は年々高度化しており、専任担当する臨床検査の専門教員が必要な状況にあります。

臨床検査医学講座の運営には多面的な知識や能力が必要で、各自研究に勤しむことはもちろん、検

査部門の日常活動につきましても、保険医療制度の中で検体検査管理加算要件を満たす検査部長ま

たはそれに準ずる責任者として、臨床検査に関する学識に加え、トータルクオリティマネージメン

ト(TQM)の知識と実行力がなければ適正な運営ができませんし、実際に大学病院で臨床検査を行う

臨床検査技師の信望も得られません。とりわけ医療経済が極めて厳しい今日のような状況下では、

高い学識と適切な教育能力に加えて、臨床検査部での医療効率を十分考えた運営能力を発揮できる

人が選ばれるべきであります。かかる状況下では各大学医学部での臨床検査医学講座において専任

教授の存在は欠くことのできないものと考えられます。以上、各大学におかれましては臨床検査医

学講座の設置と、その責任者として臨床検査専門医である専任教授を選考されますよう、お願いす

る次第です。 

 

 

 

以上 
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